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水門塚土地区の今後の耕作希望者を決める 
説明会の参加者募集について 

 

以下の日程で、水門塚土地区の今後の耕作者を決める説明会を開催し

ます。現在この地区で耕作している方及び耕作を希望される方は、説明

会への参加が必要となります。 

参加を希望される方は、裏面の参加申込書を提出してください。 

※都合が悪く参加できない方も参加申込書を提出してください。 

 

 
 

【日時】令和７年  
①１月１４日（火）午後６時～ 
②１月 15日（水）午後６時～ 
③１月１６日（木）午後６時～ 

※原則、右の図を参考に、希望する圃場が属する番号の 

日に参加してください。ただし、都合がつかない場合は、 

3日間のうちいずれかに参加してください。 

 

【場所】小中山総合会館 

 

【申込】裏面の参加申込書に必要事項を 

記入し、小中山総合会館又は営農支援課 

 に提出してください。 

※中山校区外の方に農地を貸している方は、 

耕作者にお知らせください。 

 

【主催】水門塚土地区 推進委員会 

 

 

 

 

 

《申込先・問合せ先》 

※農地中間管理事業に関することは 田原市役所 営農支援課にお問合せください。 

田原市加治町南恩中 7-5  ☎22-1126  ＦＡＸ22-1127 

【耕作者を決める理由】 

・水門塚土地区は、用排水施設の経年劣化により営農の継続が難しくなっています。 

・営農を継続するためには、どうしても用排水施設の更新が必要です。 

・地権者に負担のかからない方法で、用排水施設を更新しようとすると、国の補助事業の活用

が必要です。 

・国の補助事業を活用するためには、本地区の今後の耕作希望者を話し合いで決めて、 

農地中間管理機構を通した貸借をする必要があります。 

 

水門塚土地区 

もりもとや 



参加申込書 

 

水門塚土地区の今後の耕作希望者を決める説明会に参加します。 

 

参加できる日に☑を 

入れてください 

□ ①令和７年１月 14日（火） 

□ ②令和７年１月 15日（水） 

□ ③令和７年１月 1６日（木） 

□ ④欠 席 

住    所 田原市 

氏    名 

法人名（代表者氏名） 
 

連絡先電話番号 
【自宅】 

【携帯】 

認定農業者 

該当するものに☑ 
□ 認定農業者   □ 認定農業者を申請予定 

作付け希望エリアに☑ 

※複数選択可 
□ ①  □ ②  □ ③ 

該当するものに☑ 

□ 水門塚土地区内の農地所有者 

□ 水門塚土地区内の農地耕作者 

□ 小中山町区域内の農地耕作者 

□ 上記以外 

用途に☑ □ 露 地  □施 設 

作付け予定作物  

備    考  

 

■応募要件（以下の全てに該当する方） 
① 田原市内の農業者及び法人で認定農業者か認定農業者を申請される予定の方 

 ② １６年間以上の賃貸借で営農が可能な方（借地料等については後日協議） 

＊現在自作している方は、16年間以下でも該当者となります。 

 ③ 維持管理について協力できる方 

 

■次のどちらかに提出してください 
 ・小中山総合会館 
 ・営農支援課（FAX：22-1127 mail：einou@city.tahara.aichi.jp） 


